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町の人口（1月 1日現在）

人　口 8,458人 減 12人
　　男 4,259人 減 8人
　　女 4,199人 減 4人
世帯数 4,630世帯 減 13世帯

12月中 転入ほか ……42人（うち出生 4人）

の異動 転出ほか ……54人（うち死亡 19人）

世帯数 男  女  人口計
 三　根 2,102 1,958 1,857 3,815
大賀郷 1,572 1,410 1,426 2,836
樫　立 312 288 283 571
中之郷 409 398 402 800
末　吉 235 205 231 436

▲▲▲▲

▲▲▲▲

各地域の人口・世帯数

目　次

▲▲▲ ▲
▲▲▲ ▲

2月

02-03 平成 21年　成人祝賀式　　 　10-11 教育委員会だより /母子保健　ほか

04-05 平成 21年　成人祝賀式 12-13 産科医療補償制度 /公的年金　ほか

06-07 国民年金 /国保だより　ほか  14-15 地上デジタル放送 /ヤギ　ほか

08-09 税のお知らせ /環境だより　　 　　　　　 　 　16-17 パソコン講習会 /おじゃれ11万人　ほか

さあ行こう、思い描く未来へ。

平成21年 八丈町成人祝賀式
1月5日（月）三根小学校体育館

人　口 8,458人 減 12人
　　男 4,259人 減 8人
　　女 4,199人 減 4人
世帯数 4,630世帯 減 13世帯
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● INFORMATION　国民年金

国民年金 住民課国保年金係　　　　内線２３６
港社会保険事務所　　　　電話　03-5401-3211
社会保険庁ホームページ　http://www.sia.go.jp/

納付にはお得な口座振替をご利用ください
国民年金は、一年分・半年分の保険料をまとめて払う（前納）ことで、割引があります。
前納には、４月から翌年３月までの一年分の保険料をまとめて払う一年前納と、４月から
９月分、１０月から翌年３月分の半年分ずつをまとめて払う６か月前納があり、口座振替を
利用すると、さらに割引されます。
また、口座振替を利用する場合、通常、その月の国民年金保険料は翌月末に指定口座より
引き落としとなりますが、当月末に引き落としすることによって月々の保険料が割引になる
早割制度もあります。
口座振替による一年分・半年分の前納制度・または４月分からの早割制度を希望される場
合は、金融機関の窓口に備えてある「口座振替申出書」に必要事項を記入・押印（金融機関
の届出印）し、提出してください。なお、口座振替が開始されるまでには２か月程度かかり
ます。４月からの口座振替を確実に行うために、２月中の手続きをお願いします。

住所や名前に変更があったときは届け出が必要です
社会保険庁では、来年度より皆さんの保険料納付実績や、年金の見込み額などを記載した「ね
んきん定期便」の送付を予定しています。（以後、毎年誕生月に送付）
住所や名前に変更があった方で、まだ届け出が済んでいない方は、速やかに変更届の提出
をお願いします。届け出がないと、「ねんきん定期便」などの各種お知らせが届かない場合が
あります。
なお、現在加入されている年金制度などによって、届出先が異なりますので、注意してく
ださい。

「ねんきん特別便」年金記録の確認に
ご協力ください
「ねんきん特別便」を受け取られた方は、
年金記録を確認いただき、「もれ」や「間違い」
がない場合も、必ず回答をお願いします。
まだ届いていないという方は、お手数です
が、基礎年金番号がわかるものを用意し、問
い合わせてください。

海外で生活する方も、国民年金に加入
できます
国民年金は、日本国内に住所を有する２０
歳から６０歳までの人が加入する制度です
が、海外留学など海外で生活をする人は、希
望により国民年金に加入することができま
す。
本来、海外に在住している期間は、合算対
象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に
算入されますが、年金額の計算には反映され
ません。国民年金に任意で加入することに
よって、将来の年金額を増額することができ
ます。
加入手続きは、日本における最終住所地を
管轄する社会保険事務所、または区市町村役
場で行うこととなります。（日本における最
終住所地がない場合は、千代田社会保険事務
所で受付を行っております。）

ねんきん特別便に関する問い合わせ
ねんきん特別便専用ダイヤル
　電話　0570-058-555
　（IP電話・PHSからは 03-6700-1144）
●受付時間
　・月曜日～金曜日 午前９時～午後８時
　・第２土曜日 午前９時～午後５時
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　● INFORMATION　国保だより／骨粗しょう症健診

国保ってなに？　
被保険者の皆さんでお金を出し合い、病気やけがをしたときに備える「相互扶助」で成り立つ大切
な制度です。そして、国保税はこの制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
※国民健康保険証や制度などについて分からないことや、疑問に思うことがありましたら、いつでも
　ご相談ください。

こんなとき！届け出が必要です
届け出は 14日以内に行ってください。

国保だより ■問い合わせ　住民課国保年金係　内線２３５

こんなとき 手続きのときに持って行くもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 保険証、母子手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の方が国保に加入するとき 外国人登録証明書

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (後者

が未交付の場合は加入したことを証明するも
の )、印鑑職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
外国籍の方が国保を脱退するとき 保険証、外国人登録証明書

そ
の
他

退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印鑑
同じ市区町村内で住所が変わったとき

保険証、印鑑世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたとき、一緒になったとき
就学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印鑑
保険証をなくしたとき（汚れなどで使えなく
なったとき）

身分を証明するもの (使えなくなった保険証な
ど )、印鑑

骨粗しょう症健診（骨密度測定）
※20歳以上の方ならどなたでも受けられます
■日　　程 2月 22日（日）～ 24日（火）
■受付時間 午前9時～11時
 午後1時～ 3時
■場　　所 保健福祉センター

骨粗しょう症とは…
年を重ねることや、食事でのカルシウム摂取

不足、運動不足が原因となって、骨のカルシウ
ム量が減少し、骨がスポンジのように粗くなり、
骨折しやすくなる病気です。
ちょっとしたことで骨折し、それが引き金と
なり、寝たきりになってしまうことさえあります。
しかし、予防をしっかり行えば、骨の健康を
保つことができます。骨粗しょう症健診で予防
対策をしましょう。■問い合わせ　健康課保健係　電話 2-5570
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● INFORMATION　税のお知らせ

　　　　　　　　　　　　　

2月 2日（月）　町都民税（4期）・国民健康保険税（7期）
3月 2日（月）　固定資産税（４期）・国民健康保険税（8期）最終納期納期限および

口座振替日

ご確認ください
　償却資産申告書、および給与支払報告書は 2月
2日（月）までに税務課に提出しなければなりま
せん。まだ提出されていない事業者の方は至急提
出してください。

平成20年分の各種申告書の提出及び納付期限
・所得税及び贈与税 3 月 16日（月）
・消費税及び地方消費税 3 月 31日（火）
　確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ
　（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

平成 20年分の所得税の確定申告をしなければならない方
・事業（農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など）をしている方、不動産収入のある
方、土地や建物を売った方

・給与所得者の方で平成20年中の給与の収入金額が2千万円を超える方や、給与所得、退職所得以外の各種
の所得金額の合計額が20万円を超える方

確定申告をすると所得税が還付される場合
　確定申告をする義務がない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還
付されることがあります。
　①マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
　②多額の医療費を支払った場合

所得税および消費税などの申告相談・受付
土地、家屋、株式などの譲渡所得、青色申告、農業、漁業、不動産、営業などの所得、消費税、相続税、
贈与税の申告相談、および受付を次の日程で行います。

日　程 ○ 2月 25日（水）・26日（木）午前 9時～午後 4時
 ○ 2月 27日（金）午前 9時～午後 3時
会　場 八丈町保健福祉センター

税務署から送付された書類や前年の申告の控など申告に必要な書類を必ず持参してください。
また、平成 20年中に土地や建物を売った方、株式等の譲渡所得、上場株式などを売却、贈与により財
産を取得した方は、添付する書類や計算の方法が一般の申告とは異なり、複雑になりますので、ぜひこ
の機会をご利用ください｡ 電子申告（e-Tax）による申告も会場でできます。

税金の納め忘れはありませんか
　税務課では、納付の推進（電話等による催告・口座振替の推進等）滞納整理強化「不動産（土地・建物・
預金・給与）の差押え」に取り組んできましたが、納付率は平成 20年 12月末現在、下記のとおりとなっ
ており、他の市町村と比較すると下位に位置し、大変厳しい状況にあります。

　この納付率の低さは町の行政運営に悪影響を及ぼすだけでなく、納期内納付をしている多くの方との
公平性を欠くことになります。これまでにもいろいろな方法で納付をお願いしてきましたが、残念なこ
とにまだまだ納付率が低い状況です。町では引き続き滞納処分を強化し、差押えや不動産公売などを実
施します。実情をご理解いただき、今一度納付書をご確認いただき、納期限が過ぎている場合は、早急
に納付されますようお知らせします。
　なお、分割納付などの納税についての相談も常時受け付けております。早めの相談をお願いします。

納付率（平成 20年 12月末現在）　　　　　　　（単位：%）
現年度 前年度

税目 現年課税 滞納繰越 計 滞納繰越 滞納繰越 計 対前年比
個人住民税 70.2 5.7 62.1 70.1 7.1 62.9 － 0.8
固定資産税 62.4 8.8 53.8 68.2 4.3 53.1 0.7
軽自動車税 93.4 15.4 85.3 93.4 11.8 84.9 0.4
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● INFORMATION　環境だより

環境だより  

一般廃棄物処理手数料

シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」
第 2回　管理型最終処分場建設予定地の選定～現在
伊豆諸島の北域・中域・南域の３箇所に管理型最終処分場を整備する計画は、三宅島の噴火による
影響を考慮し、当面は大島と八丈島の２か所に整備する方針で始まり、平成１８年に大島の最終処分
場が完成し、供用を開始しました。現在、八丈町も含めた８町村の焼却灰を受け入れています。
一方、八丈島では 21か所の候補地を、周辺状況（水源・住居地など）・地形・下流域の状況などから、
第一次評価で８か所に、第二次評価で４か所に絞り込み、さらに総合評価から１か所（中之郷処分場
付近）を選定し、住民説明会なども開催しましたが、地権者との交渉が成立せず断念しました。
再度、21か所の候補地の見直しなどを経て、新たに６か所の候補地を選定し、町議会、住民説明会

で６か所の比較説明を実施し、総合的に評価検討した結果から「末吉地域の水海山周辺」を候補地と
決定し、町議会への報告や住民説明会での説明がされました。
その後、生活環境影響調査や自然環境影響調査を実施、生活環境影響調査書の縦覧、調査書に対す
る意見書の提出を受け、現在はその意見書への見解書の公表まで行われています。

 ■問い合わせ  住民課環境係　内線 233・234

商店、飲食店などで、事業活動に伴い排出される廃棄物を、集積所やクリーンセンターへ出す
場合、事業者の皆さんに一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）を納めていただいています。
新規開業された事業者の方は、廃棄物等処理申出書を提出し、手数料を納めてください。
また、来月（３月）は手数料の後期の納期限です。まだ前期を納めていない事業者は、すみや
かに納付してください。

ご利用ください！浄化槽利用の便利な制度

浄化槽の清掃作業経費の住民負担軽減措置
　町では、浄化槽の清掃作業に要する経費のう
ち、浄化槽汚泥を収集、運搬するために要する
経費の一部を 1年度につき 1回限り負担しま
す。
対象となる条件は・・・
①環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽で
あること

②事業所以外の住宅（主に住居として使用され
ているもの）及び小規模店舗が併設されてい
る住宅に設置されているもの

③浄化槽法に基づき、保守点検（法第 10条）、
清掃（法第 10条）、法定検査（法第 7条・11条）
を実施しているもの

※法定検査の検査結果書の写しの添付が必要で
すが、平成 20年度に限り、申請時に添付で
きない場合、検査受験後の提出を認めます。

合併処理浄化槽設置補助事業
　家屋を新築するときや新たに合併処理浄化槽
を設置しようとする方に補助します。
　なお、浄化槽の設置は、浄化槽工事業の登録
済の事業者に依頼しましょう。
対象となる条件は・・・
①専用住宅または主に住居を目的とした住宅で
小規模店舗を併設した住宅に設置する場合

②建築確認書にて住居として確認を受けたもの
または住居への浄化槽設置の届出の審査を
受けたもの

③専用住宅等を借りている方が設置する場合
で、賃借人の承諾が得られた場合

※店舗や事務所、申請者等の住居でないもの、
また事業活動等で使用する目的で設置する場
合は、対象となりませんのでご注意ください。

◎審査などに時間を要する場合があるので、清掃・設置の前に必ず申請書を提出してください。
◎申請者及び申請者の世帯構成員に、町税・保育料・水道料・病院使用料などの滞納または未納が
ある場合、軽減措置や設置補助の対象になりません。
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● INFORMATION　教育委員会だより

　

１日（日）学芸会 大賀郷小・三原小
１日（日）開校記念日 大賀郷中
２日（月）振替休業日 大賀郷小 ･三原小
４日（水）八丈町教育研究奨励校研究発表会 富士中
 ・午後１時２０分～２時１０分　研究授業
 ・午後２時３０分～４時　研究発表・協議 

  ４日（水）～６日（金）学校公開 富士中
  ８日（日） 学芸会 三根小 ･末吉小
  ９日（月） 振替休業日 三根小・末吉小
１６日（月）～２０日（金）学校公開 三根小
２０日（金） 八丈町教育研究奨励校研究発表会 大賀郷小  
 午後１時１５分～

今月の学校行事

教育委員会だより  ■問い合わせ　教育課庶務課　電話２－０７９７

教育相談室より
「フーンくさ、フーンくさ、かまってそうろう。
かまってそうろう。芋

いも

千俵の息と、かまってそう
ろう。甘

か ん も

藷千俵の息と、かまってそうろう。米千
俵の息と、かまってそうろう。八

た ん ご

丈絹千両箱の息
と、かまってそうろう。」
これは、かつて節分に行われた厄

やく

払いの「祝
の り と

詞」
です。『八丈実記』によれば、年男がこの文句を唱
えたあと、島ます（京ます３升５合入り）に入れ
た大豆をまきながら「鬼は外、福は内……」と言っ
て鬼を追い払うのです。
「かまってそうろう」とは島言葉で「においます
ぞ」という意味。春を迎えるにあたり、「里芋、サ
ツマイモや米が千俵も採れるようですよ。黄八丈
が千両で売れそうですよ。」と縁起のよい言葉を口
に出して、新しい年の豊作を祈るものでした。も

ともと大
お お み そ か

晦日に行われていたものが、今は２月３
日に行われています。
時代は、世界的な景気停滞のなかで不安に閉ざ
されているように見えます。しかし、一方では「我々
にはできる！」と変化を訴え、人々の心を捉

とら

えた
人もいます。希望をもって行動することで、変化
を起こしたい。そんな思いで一歩を踏み出した人々
の努力が、かたちになったのです。
自分自身についても、また子育ての場面でも、
失敗や欠点に目が向き、沈み込んだり厳しく当た
りがちですが、可能性を信じ、勇気づける言葉を
口に出すことで変化を促すことができる。節分の
言葉は、それを教えているように思われます。 

( 教育相談員  伊藤 宏 )

八丈町教育相談室　      毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時　 電話・ＦＡＸ　２ー０５９１

　　　　　　　　　      E-mail soudanhachijo@ybb.ne.jp

つ

○小学校入学対象者
平成１４年４月２日～
平成１５年４月１日に生まれた方
○中学校入学対象者
平成８年４月２日～
平成９年４月１日に生まれた方

入学通知書は届いていますか？
平成２１年４月に小・中学校へ入学する幼児・児童の保護者へ入学通知書を送付しました。

次の事項に該当する場合は、
　　　　　　教育課庶務係へご連絡ください
入学通知書が届いていない1. 
入学通知書の氏名などに誤りがある2. 
入学校を個々の事情により、変更したい3. 
就学にあたって、心配なことがある4. 

【小学校】 三根小 １６日（月） 午後２時２０分～ １階　会議室
 大賀郷小 １０日（火） 午後２時３０分～ ３階　パソコンルーム
 三原小 ２４日（火） 午後２時３０分～ ランチルーム
【中学校】 富士中 １０日（火） 午後２時２０分～３時１０分 授業参観
   午後３時２０分～４時 保護者説明会　音楽室
   午後４時～５時 新入生部活動体験
 大賀郷中 ６日（金） 午後２時１０分～３時 授業参観
   午後３時～３時５０分 保護者説明会　ミーティングルーム
 三原中 ５日（木） 午後１時２０分～２時１０分 授業参観
   午後２時１５分～３時 保護者説明会視聴覚室

入学説明会のお知らせ
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● INFORMATION　母子保健／予防接種／子ども家庭支援センター／図書館からのお知らせ

母 子 保 健
・今月の健康診査　会場：保健福祉センター
　3～4か月乳児健康診査  17日（火） 午後1時15分～1時45分受付
　　○対象　平成20年9月17日～平成20.年11月17日生まれの乳児
　1歳6か月児健康診査 24日（火）  午後1時15分～1時45分受付
　　○対象　平成19年5月26日～平成19年8月24日生まれの幼児
　4歳児歯科健康診査    4日（水） 午前9時15分～10時00分受付
　　○対象　平成16年11月6日～平成17年2月4日生まれの幼児
・こども心理相談（要電話予約）会場：保健福祉センター
　2月24日（火）午前9時～午後4時・2月25日（水）午前9時～午後2時
　　○対象　１歳６か月以上の未就学児
　　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど
　　心配なことがありましたら、専門の心理相談員が相談に応じます。

・もぐもぐ離乳食（電話予約不要）会場：保健福祉センター
　2月13日（金）午前10時～午前11時30分
　　○対象　7～11ヶ月頃のお子様と保護者
　　離乳食の調理実習を行い、試食をします。母子手帳とエプロンをご持参ください。
　　保育コーナーもあります。

・すくすく相談（要電話予約）会場：保健福祉センター
　2月16日（月）午前9時30分～11時30分
　　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。
　　母子健康手帳を持参してください。

※健診の対象者には個別通知します

町の集団接種（ＢＣＧ・ポリオを除く）を受けられなか
った方で接種を希望される方は、予約をしてください。
　受付締切は、接種希望日の１週間前です。
■予約受付・問い合わせ　
　　　　　健康課保健係　電話 2-5570

子ども家庭支援センターからのお知らせ

■問い合わせ・申し込み　健康課保健係 電話　2－5570

予約制予防接種
（麻しん風しん混合・三種混合）

２月２５日（水）
午後２時30分～３時(予約制)
場所　町立八丈病院小児科

開館日：平日  午前９時～午後５時  土日、祝日、年末年始はお休みです

交流ひろばの催し  2・3月
（毎週水曜日　10時から）
・2月  4日　飾り　「雪だるま作り」
 18日　読み聞かせ　講師：民生委員
 25日　おひなさま作り
・3月  4日　歌遊び

保育ママ募集中！
詳しくは子ども家庭支援
センターまで
就学前のお子様の身体測定 
16日（月）～20日（金）
※水曜日は催し時間以外に
　なります。

■問い合わせ　子ども家庭支援センター　電話　２－４３００

●新着図書ピックアップ ＊八丈町ホームページにも新着図書情報があります＊
　・『地球温暖化は農業をどう変えるのか』
　・『蜜蜂のデザート』拓未司／著
　・『風の館の物語３』あさのあつこ／作
　・『あいしてくれてありがとう』宮西達也／作・絵

●今月のおはなし会　１4日（土）
　１０時～１１時　こどものほんのへや

●休 館 日  毎週月曜日　2月 27日（金・館内整理日）
●開館時間 午前 9時 30分～午後 5時

■問い合わせ　教育課生涯学習係　電話　2-0797

●ボランティア大募集！！  希望される方は、図書館または教育課までお知らせください
　１．おはなしボランティア ：おはなし会で読み聞かせ、手遊びなどを行ってくださる方（１回から可）
  経験は問いません。図書館員と一緒に始めてみませんか？
　２．カウンターボランティア ： 貸出・返却など、図書館のカウンター業務を手伝ってくださる方 (不定期 )
  パソコンの扱い（ワード・エクセル・インターネット）に慣れている方。
  図書館業務の経験は問いません。

図書館からのお知らせ
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● INFORMATION　産科医療補償制度／身体障害者手帳・愛の手帳

お 知 ら せ
町立八丈病院は「産科医療補償制度」に加入しています
平成 21年１月１日から「産科医療補償制度」が始まりました。この制度は、国などでの検討
により、財団法人日本医療機能評価機構を運営組織として創設された全国の分娩機関（病院、
診療所、助産所）が加入する新しい補償制度です。町立八丈病院も、この制度に加入しています。

●産科医療補償制度とは…？
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補
償を速やかに提供するとともに、重度脳性まひ発症の原因分析を行い再発
防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科
医療の質の向上を図ることを目的としています。

平成 21 年１月１日以降の分娩で、制度加入分娩機関における在胎週数
22週以降の全ての分娩が対象です。
通常の分娩にもかかわらず重度の脳性麻痺となった場合です。原則、出
生体重 2000 ｇ以上かつ在胎週数 33週以上で、身体障害者等級 1･2 級相
当の重症者（先天性要因等は除く）が対象となります。
制度加入分娩機関では、妊産婦さんが対象となることを示す「登録証」
を交付しますので、必要事項のご記入など協力をお願いします。

●掛金及び補償金額
ア　掛金（分娩機関負担）１分娩（胎児）あたり３万円
イ　補償金額合計 3000 万円（準備一時金 600 万円、分割金 120 万円× 20年）

●妊産婦さんの負担額
産科医療保償制度創設に伴い健康保険法施行令等が改正され、「出産育児一時金」に掛金相当
額として３万円が加算されますので、妊産婦さんに実質的な負担は生じません。（八丈町国民健
康保険に加入されている方も同様です。）※八丈町国民健康保険以外の国民健康保険加入の方
は、自治体・組合等により一時金が異なる場合がありますので、加入している国保担当窓口に
確認してください。　　　　　　　　 　　　　　■問い合わせ　町立八丈病院　電話　2-1188

　制度の目的

　対象となる妊婦の方

『身体障害者手帳』と『愛の手帳』の様式が変わりました
平成 21年１月交付分から東京都の「身体障害者手帳」と「愛の手帳」の様式が変わりました。
各出張所と健康課に見本が掲載されたパンフレットを用意していますので、ご覧ください。
※現在お持ちの手帳は引き続き使用できますが、新しい様式の手帳を希望される方は、健康
課の窓口にて再交付申請できます。

この変更により・・・
交通機関などで手帳を提示する際に、必要な情
報（氏名、顔写真、手帳番号、発行年月日、障害
等級、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分）だけ
が手帳を開かなくても見えるようになります。
住所、生年月日、障害名（身体障害の種別）な
どについては、外から見えないように手帳内部に
記載されています。

【再交付申請に必要なもの】
・現在お持ちの手帳
・写真（脱帽・上半身、縦４ｃｍ×横３ｃｍ）１枚
・印鑑（ご本人以外が申請にいらっしゃる場合に
 必要です）

■申請窓口・問い合わせ
　健康課保健係　電話　2-5570
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　● INFORMATION　特別徴収制度／水道料金免除／水道メーター交換

　 掲 示 板

◇平成 21年度高齢者世帯水道料金免除について◇

　公的年金を受給されていて個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場や銀行などの窓口
でお支払いいただいていますが、平成21年 10月から公的年金に係る所得に対する個人住民
税 (都民税・町民税 )を、公的年金から特別徴収 (天引き ) する制度が始まります。

○対象となる方（平成 21年 4月 1日現在で）
・年齢が 65 歳以上の公的年金受給者で、個人住
民税の納税義務のある方で、かつ年額 18万円
以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金
などを受給している方です。

この特別徴収制度では、受給者が支払うべき個
人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が町
へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を
差し引いた額が支払われます。これにより、納税
のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する
必要がなくなります。また、この制度による新た
な負担はありません。

　■問い合わせ　税務課税務係　内線２２１

○対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全て
の公的年金などに係る所得額に応じた税額
ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢
年金、退職年金などから特別徴収 (天引き ) さ
れます。
○実施時期 平成21年10月支給分の年金から
特別徴収 ( 天引き ) の開始は、平成 21 年 10
月支給分の年金からのため、21 年度前半分の税
額については、平成 21年 6月と 8月に普通徴収
( 納税通知書により支払う方法 ) により年額の１
／４ずつお支払いただきます。

また、対象とならない方や、年金所得以外の
所得に係る個人住民税の納付については、従来
の方法によりお支払いただきます。

個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へのお知らせ個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へのお知らせ

使用期限切れ
水道メーターの交換に
関するお知らせ
町では、使用期限切れの水道メーターの交換を、
1月 15 日から 3月 31 日まで安井水道工事店に委
託しています。交換作業の際はご挨拶に伺います

が、ご不在の場合でも作業を行うことがあります。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
なお、交換した水道メーターからは、検針票が
発行できない場合がありますが、問い合わせてい
ただくことにより、料金をご案内しますので、ご
了承ください。

　■問い合わせ　企業課水道係　内線 315

●免除期間　平成 21年 4月～平成 22年３月分
●免除基準
次の１～４のいずれにも該当すること。もしく
は、公営企業管理者がその他特別な事由がある
と認めたもの
１．70歳以上の高齢者のみの世帯であること
（世帯構成員数が一人もしくは二人）

２．平成 20年における世帯全体の年間収入の
合計金額が、次の基準以下であること
・一人世帯   790,000 円
・二人世帯 1,160,000 円

３．扶養されていないこと
（被扶養者でないこと）

４．申請した水道が本人の生活用水であること
（水道使用者の名義が本人であること）

●免除される水道料金の範囲　
生活用水に関わる水道料金のうち 1か月に 20㎥
未満分

●受付期間
3 月 16 日（月）～４月 6日（月）
※申請書は各出張所および企業課水道係に用意
してあります。　

　なお、平成 20年度に免除になっている世帯は、
申請の必要がありません。調査の結果、免除対
象とならなかった場合のみ通知します。

　■問い合わせ　企業課水道係　内線３１６
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● INFORMATION　地上デジタル放送／体育施設申し込み／保育園臨時職員受付／赤十字社員増強運動

お 知 ら せ
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　● INFORMATION　ヤギ／ 12月の主な会議／町長上京日記／生鮮食料品価格

　 掲 示 板
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● INFORMATION　パソコン講習会開催／将棋教師開催／大学講座開催／駅伝大会／ PTA連合会作品展
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● INFORMATION　芸能文化交流会／花と緑のフェスタ／ 2月の航路ダイヤ



SCHEDULE
2009 2月

三　 根
公民館

大賀郷
公民館

樫　 立
公民館

中之郷
公民館

末　 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町　 立
八丈病院 保健所 坂上老人

福 祉 館

日 月 火 水 木 金 土

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

八丈町物流センター 臨時休業
2月17日 (火 )　高圧電気移設作業のため

（受付時間  受付時間  / 8：00～ 11：00）

八丈町役場　出張所 /三根 : 2-0349　樫立 : 7-0003　中之郷 : 7-0002　末吉 : 8-1003 100％再生紙を使用しています   

2月のゴミ分別回収

温泉休業日  

資源びん

びん

金属

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

三　　根

資源 資源 資源

資源 資源 資源

資源 資源 資源

資源 資源 資源

大　賀　郷 樫立･中之郷･末吉

金属 金属 金属

金属 金属 金属

金属 金属 金属

金属 金属 金属

･･･燃えるゴミ ･･･空きびん ･･･資源ゴミ ･･･有害ゴミ ･･･金属ゴミ

三

三

大 樫

樫

中 末 保保福 町病 上老

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 16日（月）～ 20日（金）   9:00～
糖尿病教室   5日（木） 13:30～
※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30からの受付になります。

休　業　日
ふれあいの湯 2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）

みはらしの湯 3日（火）、10日（火）、17日（火）、24日（火）

ザ ･ＢＯＯＮ 4日（水）、18日（水）、25日（水）
やすらぎの湯 5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）

1 2

 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

3

 高齢者健康教室
 
 10:00~12:00

4

 4歳児歯科健診
 
 9:15~10:00受付

 

5 6 7

8

 八丈島芸能文化交流会
交流ステージ
八高視聴覚ホール
 13:30~15:30

9

 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

10

 高齢者健康教室
 
 10:00~12:00

11

 建国記念の日
 図書館休館日

12 13

 もぐもぐ離乳食
 
 10:00~11:30

14

 おはなし会
 八丈町立図書館
 10:00~11:00
 将棋教室

15 16

 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

 すくすく相談
 
 9:30~11:30

17

 3～ 4か月乳児健診
 
 13:15~13:45受付

18

 パソコン講習会
 商工会 2階
 13:00~17:00

19 20

 高齢者健康教室
 
 10:00~12:00

21

22

 八丈島駅伝大会
 13:00 八高前スタート

23
 図書館休館日
 コミュニティセンター休館日

24
 1歳 6か月児健診

 13:15～ 13:45受付
 こども心理相談

 9:00～ 16:00

25

 パソコン講習会
 商工会 2階
 13:00~17:00
 こども心理相談

 9:00～ 14:00

26 27

 図書館休館日 
28

びん びん

末

保福

保福

保福

保福

保福

保福

保福

保福

22日～24日　骨粗しょう症健診
　　　午前 9時～ 11時、午後 1時～ 3時受付保福




